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鈴鹿市立地適正化計画策定に伴う小委員会設置について 

 

１．立地適正化計画とは 

 

 （１）立地適正化計画とは 

立地適正化計画は、まちづくりの理念や都市計画の目標、各種社会

的課題への対応について定めた、鈴鹿市都市マスタープランの実現に

向けて、都市再生特別措置法第８１条第１項に基づき居住機能や福

祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する計画

を定めるものです。 

      同法第８１条第２２項では、立地適正化計画を作成する際、市都市

計画審議会の意見を聴くこととされています。 

 （２）立地適正化計画の活用 

     これまで、都市マスタープランを活用して、コンパクトなまちづく

りに向けて都市機能の誘導や交通ネットワークの形成を図ってきたと

ころではありますが、立地適正化計画を策定することにより、届出・

勧告や各種の支援措置等を活用することが可能となることから。立地

適正化計画をはじめとする誘導策と都市計画法に基づく土地利用規制

や開発許可を一体的に運用し『広義の都市計画制度』による都市づく

りを進めていくことが重要であると考えています。 

（３）法令等 

  ・都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第８１条第１項 

 ・都市計画運用指針 

 ・立地適正化計画の手引き（令和６年改定・国土交通省） 

 ・立地適正化計画作成の手引き（令和５年改定・国土交通省） 

・都市構造の評価に関するハンドブック（平成２６年・国土交通省） 

 ・持続可能な都市構造の実現のための『立適＋（プラス）』（令和６年・

国土交通省） 

   ・鈴鹿市総合計画 2031 

 ・鈴鹿市都市マスタープラン（令和６年４月改定） 

 

２．小委員会設置について 

 

（１）設置根拠 

鈴鹿市立地適正化計画策定に向け、鈴鹿市都市計画審議会組織及び



運営要領第 11条第 1項に基づき、鈴鹿市都市計画審議会小委員会（立

地適正化計画策定検討）の設置を提案します。 

（２）設置時期 

    令和７年度上旬予定（庁内手続き終了後） 

 （３）作業期間 

令和７年度、８年度で策定作業を行います。 

 （４）委員等 

     鈴鹿市都市計画審議会組織及び運営要領第 11条第２項に基づき都

市計画審議会会長を委員長とし、委員については会長と相談の上、依

頼します。 

 



鈴鹿市都市計画審議会組織及び運営要領 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、鈴鹿市都市計画審議会条例（平成１２年鈴鹿市条例第１号。以下「条

例」という。） 第１１条の規定に基づき、鈴鹿市都市計画審議会（以下「審議会」とい

う。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （委員） 

第２条 条例第３条第１項第１号に規定する学識経験のある者については、都市計画、法

学、経済、環境、福祉、土木、交通、建築、住宅、情報、商工業、農業、水産業等の部

門から任命するものとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、原則として当

該各号の部門の区分等に応じ任命することとする。 

(１) 特に専門的有識者として、大学等の教員のうちから任命するものとする。ただし、 

退官後であっても任命できるものとする。 

(２) 商工業部門として、商工会議所から任命するものとする。 

(３) 農業部門として、農業委員会から任命するものとする。 

(４) 水産業部門として、漁業協同組合から任命するものとする。 

(５) 環境部門として、自治会連合会から任命するものとする。 

(６) 情報部門として、評論家等から任命するものとする。 

２ 条例第３条第１項第２号に規定する市議会議員については、市議会臨時会の役員改選

において市議会議長から推薦される者を任命するものとする。 

３ 条例第３条第１項第３号に規定する関係行政機関の職員については、次の機関の長又

はその長が指名する者を任命するものとする。 

(１) 三重県鈴鹿建設事務所 

(２) 国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所 

４ 前３項のほか、市民等、市長が特に必要と認める者を任命することができる。 

 （委員の代理） 

第３条 条例第３条第１項第３号に掲げる者に、やむを得ない事情があるときは、その職

務を代理すると認められる者が当該委員の委任状を提出した場合に限り、議事に参加し、 

決議に加わることができる。 

 （会長の任期） 

第４条 審議会の会長（以下「会長」という。）の任期は、任命された委員の任期とする。 

２ 会長がその職を辞し、委員を退任し、又は欠けたときは、条例第５条の規定に準じて

新たな会長を選任するものとする。この場合において、新たに選任された会長の任期は、

前任者の残任期間とする。 

 （会議への出席等） 

第５条 委員は、会議への出席に当たり、会長が通知する場所へ参集するものとする。た

だし、会長がやむを得ない事情があると認めたときは、映像と音声の送受信により相手

の状態を相互に認識しながら通信する方法（以下「オンライン」という。）により会議に

出席することができるものとする。 

２ オンラインによる会議への出席者は、会議に出席しているものとして取り扱い、決議

に加わることができるものとする。 

 （議事の説明者） 

第６条 会長は、議事に関係する市の職員を会議に出席させ、議案について説明をさせる

ことができる。 

 （幹事） 

第７条 条例第９条に規定する幹事については、次の職にある者を任命するほか、議事に



関係のある職員等を必要に応じて任命するものとする。 

(１) 都市整備部長 

(２) 都市整備部次長 

(３) 都市整備部参事 

(４) 都市計画課長 

 （会議の公開） 

第８条 審議会の会議は、原則として公開する。ただし、鈴鹿市情報公開条例（平成１３

年鈴鹿市条例第２９号）第７条に規定する非公開情報に関し審議するときは、出席委員

の過半数が認める場合は公開しないことができる。 

２ 審議会の傍聴要領は別途定める。 

 （議事録） 

第９条 審議会の会議は、議事録を作成する。 

２ 議事録に記載する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 開会、閉会の日時及び場所 

(２) 出席した委員等の氏名（オンラインによる出席者がいる場合は、出席方法も記載す 

るものとする。） 

(３) 議事日程 

(４) 議事の内容 

(５) その他審議会の経過に関する事項等 

３ 審議会の議事録は、鈴鹿市情報公開条例第７条に規定する非公開情報を除き、公開す

る。 

 （議事録署名） 

第 10条 議事録には、議事録署名人２名が署名する。 

２ 会長は、会議の議事に先立ち、出席した委員のうちから議事録署名人２名を指名する

ものとする。 

 （小委員会） 

第 11条 審議会は、特別の事項の調査のため必要があるときは、都市計画審議会小委員会

（以下この条において「小委員会」という。）を置くことができる。 

２ 小委員会は、会長のほか、次の委員のうち会長が指名する者５人以内をもって組織す

る。 

(１) 条例第３条に規定する委員 

(２) 条例第４条に規定する臨時委員及び専門委員 

３ 小委員会の委員長は会長とする。ただし、必要があるときは、会長が前項の委員の中

から指名することができる。 

４ 委員長は、小委員会の会務を掌理する。 

５ 副委員長は、委員長が第２項の委員の中から指名する。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

７ 小委員会は、委員長が招集する。 

８ 小委員会は、当該事項の調査が終了したときは、解散するものとする。 

９ 小委員会の会議は、前２条の規定に準じ、議事録を作成する。 

 （雑則） 

第 12条 この要領に定めがない事項は、その都度決定する。 

附 則 

この要領は、平成１２年７月１日から施行する。 

平成１２年４月１１日鈴鹿市都市計画審議会組織及び運営要領は廃止する。 



附 則 

この要領は、平成１３年１月６日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１３年９月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１８年９月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２４年４月２日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和３年５月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和６年１月１日から施行する。 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四日市都市計画道路北勢バイパスの変更に係る取り扱いについて 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









＜凡例＞

現都市計画

都市計画（変更）

鈴鹿四日市市境出典：四日市市GIS 都市計画図

鈴鹿市

四日市市

m081085
多角形


